
 

第４６２号    JR東日本労働組合横浜地方本部 ２０２１年３月１８日 

 

 
 

 

 

 

 

 

2月末日、支社から「各研修・訓練での食事の取り扱いについて」4月 1

日より実施すると掲示が出されました。

各研修・訓練を受ける組合員より多くの意見や疑問点がが出されため、 

組合員の疑問・不安を解消するため、緊急解明申し入れを行いました。 
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申し入れの項目内容 

１、食事を自己負担とした経緯を明かにすること。 

２、その他特に指定し、食事を提供するとした会社の基準について明らかにすること。 

３、各研修センター周辺の食事環境が整ったとの考えであるが、それに至った根拠を 

明らかにすること。 

４、持ち込んだ食事の保管場所を明らかにすること。 

５、食事を摂る環境について明らかにすること。 

６、食事を持ち込んだ際のごみの扱いについて明らかにすること。 

７、食事箇所で 3密を避けるための対策はどう考えているのか明らかにすること。 

８、昼食時間帯に研修センター等から外出が出来るのか明らかにすること。 


